
 
 

平成24年７月４日 
 

各      位 
   

会 社 名  株式会社ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
代表者名  代表取締役社長 菊地 博紀 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３５８７） 
問合せ先  
役職・氏名 取締役 井上 政隆 
電話 ０３－３５８２－３１９０（代） 

 

「経営監視委員会」の発足、「コンプライアンス委員会」の拡充、及び 

組織変更並びに当社及び当社子会社における人事異動に関するお知らせ 

 
当社取締役会は、平成24年7月4日開催の取締役会において、早急に「経営監視委員会」を発足し、また
現状設置しております「コンプライアンス委員会」を拡充させることを決議いたしましたので、お知らせい
たします。 
「経営監視委員会」は、平成24年4月5日に第三者調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、今後の
経営体制の早急な健全化と経営管理体制が、有効に機能しているかどうか、人事を含めた経営全般について
の監視、監督を目的として、外部有識者により、当社取締役会の諮問機関として早急に発足させることとい
たします。 
当社取締役会といたしましては、この「経営監視委員会」の指導、助言、監視、監督等を尊重し、再発防
止策の実施、コンプライアンス体制の再構築並びに会社経営の健全化を目指してまいります。 
「コンプライアンス委員会」は、現在コンプライアンス委員会を組織しておりますが、平成24年4月5日
に第三者調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、当該委員会の拡充を行い、当社及び当社子会社の役
員、従業員の更なるコンプライアンス意識の徹底を図ってまいります。 
また、当社は、本日開催の取締役会において、内部管理体制の整備を目的として、下記のとおり組織変更
および人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 
記 

 
Ⅰ経営監視委員会の発足、コンプライアンス委員会の拡充について 
1 目的 
当社は、有価証券報告書等の訂正の対象となり得る不適切な取引等を解明するため、外部専門家から構成
される第三者調査委員会を設置し、全容解明に向けて鋭意調査を行い、平成24年4月5日に第三者調査委員
会から調査報告書を受領いたしました。また、平成24年 6月 27 日に開示致しました「財務報告に係る内部
統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」のとおり、当社は平成24年3月期決算において、当社の財
務報告に係る内部統制は有効でないと判断し、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を
及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書を提出致しました。 
これらの状況の改善を行うため、今後における内部管理体制の強化を目的として、当社は、取締役会から
独立した諮問機関として、「経営監視委員会」を発足させるとともに、「コンプライアンス委員会」を代表取
締役の諮問機関から、取締役会の諮問機関へと変更することにより、今後の経営体制の早急な健全化と経営
管理体制のあり方を抜本的に見直すことと致しました。 
 
2 機能 
（1）「経営監視委員会」 
今後の当社の取締役会の決議及び各取締役の権限の行使について、全面的に指導、助言、監視、監督等を
行っていく。 

① 内部統制環境の不備の改善 
② 当社及び当社子会社の会社法上認められた監査権限の行使に関する諮問 
③ 子会社管理及び諸規程の整備に関する諮問 
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④ コンプライアンス体制の再構築に関する諮問 
 
（2）「コンプライアンス委員会」 
コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関して、以下の実施事項についての役割を現在担ってお
り、引続きその質的拡充を図ってまいります。 

① 行動指針等の策定・運用及び関係規程の再点検と整備  
② 研修等の実施  
③ 相談制度の開設・運用  
④ 具体的事案の調査・報告  
⑤ 具体的事案に関する必要な措置・懲罰等の提案・勧告  
⑥ その他関連する事項 

 
3 構成 
（1）「経営監視委員会」 
当社と利害関係を有しない外部有識者として、弁護士及び公認会計士の合計3名から組織いたします。 
 

委員長 菊地 真治（弁護士） 

山田有宏法律事務所 
（東京弁護士会） 

平成12年 司法試験合格 
平成14年 弁護士登録 
      山田有宏法律事務所入所 

委員 他 公認会計士２名  
 
（2）「コンプライアンス委員会」 
現時点において弁護士 1 名により組織しておりますが、今後当社と利害関係を有しない外部有識者を中心
に、委員の充実を図ることと致します。 
 
委員長 鈴木 康司（弁護士） 

鈴木康司法律事務所 
（東京弁護士会） 

昭和43年
平成 4年 
平成 6年 
平成 7年 
平成14年

大蔵省入省 
福岡財務局長 
大蔵省理財局審議官 
大蔵省関東財務局長 
鈴木康司法律事務所 所長 

委員 菊地 博紀 当社代表取締役社長 
委員 井上 政隆 当社取締役 

 
4 期間 
当社による不正行為等に対する一連の再発防止策の実施及びコンプライアンス体制の再構築が功を奏する
こととなるまでの一定期間。 
 
5 運営 
（1）「経営監視委員会」 
月1～2 回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催するほか、必要に応じて取締役会に参加することと致
します。 
 
（2）「コンプライアンス委員会」 
今後は月1～2 回の定例開催を行うほか、また、随時外部講師を招聘し研修会を開催し、必要に応じて随時
開催いたします。また、必要に応じて取締役会に参加することと致します。 
 
6 発足日 
平成 24年7月4日（経営監視委員会） 
※ コンプライアンス委員会の拡充につきましては、今後決定し次第お知らせいたします。 

 

Ⅱ当社及び当社子会社における組織変更並びに人事異動について 
1 目的 
経営監視委員会の発足と同様に、当社の成長にかかせない企業と従業員の倫理・コンプライアンスの推進
体制の整備・運用、企業統治（コーポレート・ガバナンス）体制の点検・整備を行う機能強化、及び内部管
理体制の充実を図るため。 
また、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にして組織機能を強化するとともに、経営意思伝達の簡素
化、迅速な業務執行の推進を図るため、執行役員制度を廃止することといたしました。 
 
2 主な内容 

①組織変更 
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  執行役員制度の廃止 
 
②人事異動 

   [当社] 
氏 名 新役職名 旧役職名 

島崎 晋輔 営業担当 取締役 （新任） 
松田 高宏 管理担当 取締役 （新任） 
森  浩彰 社外取締役 （新任） 

  
[当社子会社（株式会社ハミングステージ）] 

氏 名 新役職名 旧役職名 
城 哲哉 社外監査役 （新任） 

 
3 異動日 
平成 24年7月4日 

 
 
 

以 上 
 

 


